
 

事業名 過疎地域持続的発展支援事業 

事業内容 

（目的・概要） 

 過疎地域における地域人材の育成、ＩＣＴ等技術の活用等による地域課題

に対応するためのソフト事業に対して支援し、当該地域の持続的発展を図る

もの。 

事業主体 
過疎地域市町、構成市町の２分の１以上が過疎地域市町である一部事務組合

等、都道府県 

採択要件 

 市町等が実施するＩＣＴ等技術活用事業又は市町等及び都道府県が行う人

材育成事業のうち次のいずれかに掲げるものであること。 

 

① ＩＣＴ等技術活用事業にあっては、その目的が次のア～カのいずれかに該

当するもの 

ア 産業振興（スモールビジネス振興） 

イ 生活の安心・安全確保対策 

ウ 集落の維持・活性化対策 

エ 移住・交流・若者の定住促進対策、田園回帰の促進 

オ 地域文化伝承対策 

カ 環境貢献施策の推進 

 

② 人材育成事業のうち都道府県が行うものにあっては、主として過疎地域市

町等の住民を対象として市町村等と連携して実施するものであること。ま

た、市町等が行うものにあっては、都道府県が実施する事業（予定を含む。）

と事業内容が重複しないこと。 

補助率、融資

額、その他の財

源措置の内容 

交付限度額 ２,０００万円 

交付率   市町村 ：定額 

      都道府県：２分の１または１０分の６(※) 

           ※財政力指数０．５１未満の都道府県に限る 

制度創設年度 平成２２年度 

関係省庁名 総務省自治行政局過疎対策室 

最近の実績 

・神石高原町（平成２３年度） 

・大崎上島町（平成２４年度） 

・府中市（平成２６年度） 

・北広島町（平成２９年度、平成３０年度） 

・大崎上島町（令和２年度） 

※令和２年度までは、「過疎地域等自立活性化推進事業」として実施 

問い合わせ先 
地域政策局中山間地域振興課 

Tel 082-513-2632 e-mail chichusankan@pref.hiroshima.lg.jp 

 


